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Tuberculosis Control Law was totally revised in 1951, and expenses for treatment have since 

been subsidized by public funds. At the same time, the Tuberculosis Advisory Committee was 

established in each HC for the purpose of spreading adequate treatment.

Owing to this improvement, TB treatment, especially chemotherapy, has come to be applied 

widely during quite a short time.

During past 25 years, the Tuberculosis Advisory Committee played an impotant role in 

organizing treatment programme, and its main contributions are as follows :

1) spreading adequate treatment methods

2) improvement in quality of radiogramme and of X-ray diagnosis

3) improvement in supervision of patients through informations oftained from the committee

4) closer communication between HC and physicians working in treatment institutions

But, the Tuberculosis Advisory Committee is at present facing some problems as a result of 

rapid changes in the concept of treatment methods during recent years and increasing difficulties 

in differential diagnosis.

Main problems for the future are the following:

1) lack of checking function for long-term registrated cases

2) uneven advisory abilities among different health centres

3) different judgments in cases of tuberculosis among children

4) decrease in the member of TB specialists in the committee

If the Committee goes on its work as it has been, the Committee will loose its function

 before long.

Therefore, it is time to reexamine and reorganize the committee. In the future, besides its
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checking function when giving subsidy to expenses for treatment by public fund, the Committee 

should be evaluated in the broad perspective overall tuberculosis control programme.

Changes to be considered for this purpose are as follows:

1) improvement of the quality of its activity through integration of some committees

2) active participation for differential diagnosis of non-tuberculous chest disease

3) more active advise with regard to treatment methods

4) carrying out advisory function with regard to supervision of tuberculosis patients

ま　 と　 め

座 長　 中 川 喜 幹

昭和26年 に現行 の結核予防法が新 たに制定 され,画 期

的 な医療費公費負担制度が導入 された。その際適正な医

療 の普及を図 る目的で全国の保健所 ごとに結核診査協 議

会が設置 された。

結核医療 と くに化学療法は,こ れを契機に,短 期間の

うちに急速に広 く普及す るに至った。

この間,結 核診査協議会が果た して きた役割は きわめ

て大 きい。

そ の主 なものは,1)結 核医療 の水準 の向上 と普及,

2)X線 写真 と診断 の質 の向上,3)診 査協議会を通 し

て得 られ る情報に よる患者管理 の推進,4)医 療機関 と

保健所 との相互理解を深めた こと,等 であ る。

しか しなが ら,そ の反面過去25年 間に,結 核医療に対

す る考 え方が変わっ てきた こと,鑑 別を要す る症例 の増

加 してきた こと等 のた め,こ の診査 協議会 のあ り方につ

いて も検討 を要す る問題が生 じてい る。例 えば,1)長

期 登録者 に対す る診査機能が十分に発揮 され ていないこ

と,2)保 健所 ご とに診査に格差が認め られ る こ と,

3)年 少患者 の診査に問題が あること,4)結 核専門医

が減少 している こと,等 が あげ られ る。

したがつ て,現 状 のままでは結核診査協議会は形骸化

す るおそれ があ り,そ のあ り方 につ いて真剣 に検討を加

え る段 階にきている といつ て よい。

今後は単 に医療 費公 費負担制度 の中の診査協議会 と し

てではな く,も つ と広 く,結 核対策 の中でそ の役割 を評

価 し,そ の使命を果たす ことが必要 であ り,特 に次 の よ

うな配慮 が望 まれ る。

1)　診査協議 会の統 合に よる質の向上

2)　非結核性疾患の鑑 別

3)　治療方法に関 して,よ り積極的な助言 が行なえ る

よ うにす る。

4)　患者管理についての意見具申がで きる よ う に す

る。

1

結核予防会結核研究所　 青 木 正 和

1.　 果た した役割

わが国 の結核医療は,国 立療養所を中心 とす る専門医

療施設 とともに,全 国 で7万 に及ぶ指定医療機関 と,医

療費 の公費負担制度,保 健所 の患者管理に支え られて行

なわれ てきた。専 門施設,指 定 医療機関,公 費負担,患

者管理 の四つを並立 させ るために,結 核診査協議会は不

可欠 であった し,こ れ に よつ てintegrateさ れた結核対

策 を とることができた ことは,世 界に類 をみ ない成果 と

言 つて よいだろ う。

戦後,結 核 化学療法 は 日進 月歩 の発展 を とげ てきた。

この進歩 は数 多 くの臨床対照実験成績に基づい て確認 さ

れ,治 療 法について コンセ ンサスを得 る ことが できた。

また,全 国に結核症 に関心 を寄 せ る医師 が数多 くいた た

め,診 査協議会委員の選任 も可能 であっ た。 この ような

基盤 の上に立ち,全 国7万 の指定 医療機 関が患 者の診 断,

治療を行なつて きたか らこそ,300万 人に及ぶ と推定 さ

れた結核患者を,20年 で約1/4に まで減 らす ことが可能

であった と考え られ る。 このよ うな結核医療を支えて き

た結核診査協議会 の果た した役割は極めて大 きい もので

あった ことはい うまでもない。
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2.　 現状 と問題点

診査会 の役割は,「 本当に治療が必要な患者に,必 要

な薬が,必 要 な期間だけ投 与 されてい るか否か」の診査

に ある。わが国 では結核 の診断はX線 写真に頼 る傾 向が

強かつた。そ こで まず,30枚 のテス ト・フ ィル ムを作 り,

65人 の内外の医師に診断 して もらい,結 核の診断につい

て考察 した。

その結果,(1)全 員の診断が一致 した フィルムは1枚 も

なかった。(2)約1/3が 活動 性,1/3が 不 活動 性,1/3が 治

癒 と診断 された例 さえみ られ た。(3)排菌陰 性の軽症 例で

は診断は非常に大 き くば らつ く傾 向が強 かつ た。

レソ トゲ ン診断の一致 率が この程度 だ とすれば,診 断

を よ り正 し くす る道 は,菌 検査成績 の重視,過 去 の成績

を参 考に して読影 する こととともに,複 数医師に よる読

影が不可欠 の こととなる。

誤診 の問題 は今 日では深刻 な結果を もた らす。診査会

に は経験 の深 い医師が参加 しているので,医 師 の書いた

申請書はそ のまま診査会を通す のではな く,真 剣な ア ド

バイスを連絡 してあげ るこ とが,医 師 と してよ り親切な

態度 といえよ う。

わが 国の結核治療 の最大 の問題 の一つは,極 めて長期

に およぶ治療例が多い ことであ る。全国でみ ると,現 在

治療 中の患者 の約17%が10年 以上 の治療を行なってい る

のが現状であ る。都道府県別にみ ると,現 在治療中の患

者 の1/4が10年 以上以前に登録 され た患 者で占め られ て

い るところ もみ られ る。

そ こで10年 以上前に登録 された長期登録者の実 情を6

府県で検討 した。長期登録者は6府県 で13,322人 に及んだ。

その結果,(1)10年 以上 の長期 登録者で現在 も要医療 とさ

れ てい る者の うち,3年 以内に排菌 陽性の者は1629%に

す ぎなかつた。(2)約半 数は10年 以上 にわた り,常 に排菌

陰 性であ る。空 洞が残存 しているか,病 変 の拡 りが広 い

ため,排 菌 がないのに治療 を続け ている と考 え られ るも

のが54。9%に のぼっ た。(4)ある県 では,10年 以上 の長期

登 録例で要 医療 とされ ているものの39.3%は,10年 以上

排菌 がな く,空 洞 もない例 で占め られ ていた。(5)都道府

県別 に,長 期登録が多 くなる要因を検討 した。検?実 施

率,登 録時の病 状の重さ,人 口10万 当 りの医師数 な どと

の相関を検 討 したが,い ずれ も全 く相関を示 さなかった。

ただ一つ相関を示 したのは,1人 当 りの農業粗生産 であ

っ た。都 市では長期 治療者が少 な く,農 村 で多い とい う

印象 と一致 した成績 であった。(6)保健所別にみ ると,長

期 登録者 の比率 は更に大 き くば らつ き,調 査 した5府 県

70保 健所 の うち,登 録者 の30%以 上が10年 以上 の長期登

録者 で占め られ ていた保健所が4ヵ 所,25～29%が 長期

登録者 で占め られ ていた保健所が18ヵ 所に のばった。

この ように,都 道府県に よ り,保 健所に よ り治療期間

が著 しく異 なっ てい るこ とは,診 査協議会が どの よ うな

態度を とっ てい るか と無縁ではない と考え られ る。

再び,で きるだけ よい医療を行な うために,適 切なア

ドバイスを診査会が行な うことのほ うが,医 師 として よ

り親切な態度であ ることを強調 したい。

3.　 今後の使 命

巨視 的にみれば診査会の果 た してきた役割 は極 めて大

きい といい うるが,現 状 にはなお多 くの問題が残 され て

い るといわねばな らない。

現状 で も,さ まざ まな工夫 が行なわれ ている ことはい

うまで もない。

診査会の運 営のための直接 の費用だけ で も,全 国では

12億 円以上 にのぼ る と考 え られ る。 も し,34条,35条 の

申請書が,結 核患者 の情報 を得 るた めに必要 とい うな ら,

この費用 を使 えば1人 の活動性患者 の情報を得 るために

約2,750円 の費用を使え ることとな る。

診査会は,よ りよい診断,よ りよい医療 のために存在

す る ものであ り,可 能 な ら,積 極的に患者管理について

建設的 な意見を 出す ことも望 まれ よ う。

今後 の結核患者 の減少,専 門医 の減少,結 核患者を扱

う医療機関 の固定化 などの傾向を考慮す ると,い くつか

の保健所 ごとに診査会を統合 し,質 を高め ることも必要

とな るか もしれない。

もし質 の向上がはか られないな ら,県 単位 くらいのサ

ーベイランス体制の確立を考えたほ うが,よ り現実 的で

あ り,よ り有効であ ると考え られた。

2

茨城県水海道保健所　 森 亨

診査協議会は臨床的技術 の維持向上 と同時に登録制度

か ら得 られ る情報 の妥当性,信 頼性に も大 きな影響力が

あ る。サ ーベイランス体制 としての登録制度に よつて得

られ る地域 の結核問題 の評価 とい う立場か ら,上 のよう

な診査会 の機能 の効果 の批判を試みた。

1.　 結 核問題 とそ の都道府県間格差

「結核 問題」 とい う場 合,そ れを量的に測 るものさし

=指 標は,結 核死亡率 を初 め として,無 数に考え られ る。

ここでは,結 核死亡率,有 病率,医 療放置率等 々の登録
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制度か ら得 られ る二 十数個 の指標 を と りあげ る。 これ ら

の指標は,結 核問題その ものを示 してい るのではな く,一

つ一つが,そ れぞれ異なつた側 面か ら問題 を眺 めている

ものと考え られ,そ の側面を二十数個分総合 した ものが,

「結核問題」であ るといえ る。 この際,個 々の指標 の類

縁関係か ら,問 題の側面 もやは り相互 に類似す る もの と,

無関係な もの とがあ ることが考え られ る。都道府県別 に

みた指標 の相関関係を この ような考え方か ら 分 析 す る

(因子分析)と,登 録情報か らみた結核 は次の4～5個

のよ うな側面か ら成 り,二 十数個 の指標 は,そ れ ぞれ の

側面をそれぞれ の強 さで反 映す るもの と考え ることが で

きる。 この場合,こ れ らの側 面同志 は数学 的には無相 関

であ る。(1)疫学的 まん延状況,(2)年 齢的偏在傾 向,(3)感

染性結核 の多 さ,(4)登 録の諸期 間の長 さ,(6)肺 外結核 の

多 さ。 ここで,(3),(4)が あげ られ ている ことは,こ れ ら

診査会の機能に関連 す る問題側面 が,都 道府県 間の,結

核問題格差 の要素になつてい ることを示す ものである。

2.　 感染性結核の多さ

上 の(3)「感 染性結 核の多さ」 を強 く反映す る指標は,

新 登録中感染性の割 合,感 染性罹患 率,同 有病率等 であ

るが,本 来な らば,こ れ らは(1)の疫学的 まん延度 に含 ま

れ るべ きものであ るが,独 立 してい るとい う点 は注 目す

べ きであ る。概 して都会的な諸都府県 で この問題 が大 で

あ るといえそ うだが,実 際 に これ らの地域 で患者発見や

治療に問題があ るのか,菌 検査 の充分 な普及に よるもの

なのかは今の ところわか らない。 しか し,い ずれ にせ よ,

診査会が少な くとも全国的に同 じ技術的基準 で機能 して

いない ことの証拠であ り,X線 所 見の判定 の取 扱い,菌

検査 の励行等 の必要性を示唆す るもの と考え るべきであ

る。

3.　 登録の諸種の期間の長 さ

(4)の 「登録 の諸期間 の長 さ」は,と い うな らば登録の

turn-overrateの よ うな もので,こ れには平均 総登録期

間,平 均有病期間等 々が反映 されてい る。

例えば平均総登録期間 でいえば最高が三重県9.3年,

最低が沖縄県5.2年 とい う格差がみ られ る。登録制度運

用 の原則か らすれば,平 均有病(=治 療)期 間を2年,

そ の後 の不活動性期間を3年,両 者を合計 して平均総登

録期 間は5年 程度に なるはず のものと考え られ る。 しか

し全 国的 にみ ても,こ の値は,登 録制度が発足 して間 も

ない1961年 で有病期間2.3年,総 登録期間3.9年 であっ

た ものが,そ の後 は着実に延長 され,1973年 でそれぞれ

421年,6.6年 となっ ている。化療や患者管理 の向上か ら

み る と逆行的 な傾 向である。

4.　 長期登録に関す る問題

登録諸期間 の長 さでは,全 国的にみて長い方に属す る

茨城県 のい くつか の保健所 の登録者について1976年 末に

調査 を行 なつた。登録者総数中,10年 以上にわた り登録

され ている者が実に22..%あ り,5年 以上は44.4%に 達

す る。現在 までの平均登録年数 でみ ると,総 数6.2年,活

動性分類別にみ ると肺外活動性 の2.9年 を除 くと各分類

とも5年 を越え,特 に不活動 性629年,病 状不明7.6年 と

長 い。 この ような登録運用 の妥当性を菌所見に よつて検

討 してみた。現在活動性 のものの75%は 過去に排菌 の記

載が1度 もな く,こ の うち45%(全 活動性者を100%と

して,以 下同 じ。)は登録時 よ り2年 を経 過 してい る。 ま

た排菌歴あ る25%の うち16%は 最終排菌時か ら2年 以上

経過 してい る。 したがつて安全をみて も45+16=61%の

者は,治 療は不要 と判断 できよ う。同様の ことを総登録

につ いて行 なってみ る。 この場合は少な くとも5年 間排

菌 の記録が ない ことを登録除外 の基準 とす る。登録者中

排菌歴 あ り(22%)で,最 終排菌 よ り5年 以上経過 した

者10%+排 菌歴ない者(.8%)中5年 以上登録 されてい

る者32%=登 録か ら除外 して よい者42%,と な る。治療

終了や,登 録除外が どの程度原則的に行なわれ るか否か

が,前 述 の期間 の格差 の原因 とな り,こ れは,治 療,管

理を うけ る患者は もち ろん,事 務を扱 う保健所に も大 き

な影響を及ぼす。更に登録情報 の地域間の比較可能性に

も重大な影響を与え る。

5.　 長期登録者の実態

茨城県 の1保 健所 の10年 以上 の長期登録者180人 につ

いて,更 に詳 しい観察,分 析を行なつた。 これ ら長期登

録者 の持つ特性をみ る と,最 も多 くみ られた のが,「 長

す ぎる治療期間」(62%),続 い て 「治療脱落」,「管理検

診未受診」,「管検判定上 の遅れ」,「肺外結核」 となって

いる。 これ らの特 性間の相互関係を分析す ると,結 局そ

れ らは,"治 療 ・管理に対す る登録者 の従順 さ～治療 ・

管理 の側 のマ ンネ リズム"を 表す もの,"広 義 の管理 の

失敗"を 表 す もの,の2因 子に集約 できるこ とが示唆 さ

れ た。管理基準 の適用 の問題 と,臨 床技術水準 の問題 と

に対応 させ ることもでき よう。 いずれ に しても長期登録

問題 は これ ら2面 か ら解 決すべ きであ り,こ の点 での診

査 協議会の機能 向上 に期待す る余地 のある ことが,こ の

分析に よ り示 され た といえ る。

以上,登 録情報からみた結核問題の都道府県間格差か

ら出発して,現 状として医療や患者管理の面で相当の格

差があり,それが患者への不利益と同時に管理に対する

負担増,情 報の精度低下を招いていることを眺め,診 査

協議会の機能向上の必要性について述べた。
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愛知県衛生部保健予防課　 梅 村 典 裕

結核診査協議会(以 下診査会)が 結核 医療 の進歩普 及

に 果た した役割は大 きい。 この制度が発足 してすでに四

半 世紀を経過 し,そ の間に結核をめ ぐる周囲の情勢は著

し く変化 した。 したがつ て,必 要な期間必要な医療 を給

付す るために事前に医療内容を診査す る公費負担 制度 も,

患者 の減少,指 定医療機関の推移,診 査会の構 成,合 わ

せ てサ ーベ イランスとの関係か ら新 しい使命を検討す る

必 要があ る。

診査会に提出 された申請件数は昭和26年 には5,588件

で平年化すれば約2万2千 件 と推定 され るが,昭 和30年

代に入つて化学療法 の進展に伴って急増 し,昭 和38年 に

は ピーク(36,432件)と な り,そ の後40年 以降は直線 的

に減少 し,昭 和51年 には19,632件 とほぼ発 足当時 と同数

に まで減少 した。

この間 の合格率は初期は78.0%で あったが,最 近 では

99.9%に 達 してい る。 しか し制度の変更に よ り承 認率が

引 き下げ られ ると連動 して申請件数が減少 したが最近 で

は 老人医療費 の無料化等 もあって承認率が低下 した。

昭和36年 か らの活動性患者の指数は昭和51年 には45.0

と低下 したが,こ の期間 での申請件数 の指数は55.0で,

この間に10ポ イン トの差が認め られ,化 学療法の期間が

それだけ長期化 した ことを示 してい る。

指定医療機関は当初には県下全医療機関1,895施 設 の

43.6%で あったが,昭 和31年 には73.5%に 達 し現在 でも

3,724施 設中70.2%で あるが,現 実に支払 のあった医療

機関数 は昭和31年 には910施 設 で全指定医療機関 の55.5

%で あっ た ものが昭和51年 では27.1%に す ぎない。

県 内1地 域(人 口約32万)の 指定医療機関 の うち診療

所 についてみれば予防法 の申請 のない施設が,35年 には

23.7%で あったが昭和51年 には70.8%に も達 してい る。

また1施 設 当 りの申請件数 も年12件 以上を扱 う施設 で

は昭和35年 には29.2件,そ れ 以外 の施設 では5.1件 であ

っ たが,昭 和51年 には18.0件,3.9件 と減少 した。

昭和51年 の申請件 数では前述 のI地 域 とC地 域(人 口

約21万)で は管内の医療 機関か らそれぞれ127施 設(70.6

%),60施 設(57.8%)が 提 出 され た。全指定 医療機関 の う

ち管内居住患者のみの申請件 数が年 間12件 以上 の医療機

関 は Ｉ地域の病院で8/14,診 療所 で4/113で あ り,C地 域

では病院3/6,診 療所8/54,両 地 域合わせて病院 の55.1%,

診 療所の8.2%に す ぎない。 これ を申請件 数か らみれば,

前述の施設か らの申請割 合が Ｉ地域 では病院分946件 中

98.8%,診 療所分184件 中39.1%,合 わせ て全体 の92.0

%を 占め,C地 域 ではそれ ぞれ724件 中98.3%,213件

中73.9%合 わせ て92.0%を 占め ている。1施 設 当 りの申

請件数 は1地 域116.9件 と18.0件,C地 域 では237.3件

と23.4件 であった。

昭和51年 末 のI,C両 地域 の活動性分類別 の登録患者

の受療 医療機関 をみれば,入 院患者 ではそれぞれ79.0%,

39.3%が 管 内の病院 であ り特に入所命令に よる患者 では

84.1%,17.2%で ある。通院患者につい ては そ れ ぞ れ

85.1%,73.2%が 管 内の施設 で受療 してい る。

1施 設 当 りの患者数 ではI地 域 の病院 では入院14.7人

通院48.2人 合わせ て62.9人,C地 域 では11.5人,76.3人

合 わせ て87.8人 であ り,診 療所 の通院患者 は3.2人 と5.9

人 であった。年 とともに予防法を取 り扱わ ない指定医療

機 関が増加 し,1施 設当 りの患者数が減少 し,患 者が特

定 医療機関特 に患者 の居住地 の専門病院に集中 してお り

更 に両地域 を通 じ医療 の供給体制 と患者 の受療機関 との

間に深 い関係が あるこ とが 明 らかに された。

これ ら患者 の減少に伴い診査件数 も昭和38年 には平均

66.0件 であっ た ものが昭和50年 には40.6件,昭 和51年 に

は最大140件,最 少0(全 県延べ6回),平 均36.7件 と大

幅に減 少 した。

診査会の構成 も発足 当時 は一部 は兼務 はあったが専 門

施設の委員の欠け た保 健所 はなかつ た。専 門施設か らの

委員の平均 年齢は38.9歳 で他の委 員に比 して最 も低 く50

歳を超え る委員が2名 のみであっ た。 しか し昭和46年 以

降25保 健所 で4ヵ 所 の兼 務のほかに4保 健所 には専 門施

設か らの委員を欠 き,50歳 未満の委員 もわずか2名 にす

ぎず平均年齢 も56.0歳 と他に比 し最高 となってい る。

愛知県がんセ ンターの開設以来の肺 がん症例の うち6

ヵ月以上診断 の遅れた187例(25.8%)は,そ の期 間を問

わず約50%が 肺結核の治療のため とされ てお り,他 を抜

い て最 も大 きな理由 となってい る。 もしこれ ら症例が予

防法 の申請があった とすれば2回 以上 の診査の機 会があ

つた ことにな る。

C保 健所T市 在宅の51年 末の登録患者366名 について,

医療に関す るもの,保 健所活動情報お よびその他の情報

に分け て記載項 目を検討す ると全体 の6,085項 目の記載

中公費負担に関す るもの48.7%,届 出関係8.0%合 わせ

て医療に関す るもの56.7%を 占めてい る。昭和51年 の登

録患者51名 につ いてはそれぞれ31.2%,16.5%,47.7%

であ り比較的長期 の登録 の昭和36年 よ り昭和40年 の48名

ではそれぞれ57.8%,4.1%合 わせて61.9%で あ る。

一方 では結核対策 の進 展に伴い,ま ん延状況が著明に

改善 され て,患 者が大幅に減少 し,し たがつて予防法の
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公費負担申請件数も減少し患者の偏在化に伴い保健所間

の格差も大きく拡大してきた。他方患者の社会的行動圏

の拡大複雑化のため患者の居住地のみでは患者発生等の

全貌も疫学的資料もとらえ難いもので,サ ーベイランス

を強化するためにも情報の集中化が必要である。更に各

診療機関も医療需要の急速な増加により結核以外の患者

の診療に忙殺されて結核に関心が薄れていることもあり,

特に肺がんの診断の遅れの大きな理由が結核の治療とさ

れ てい る現況 であ り,更 に結核を専門 とす る委員を各診

査会すべ てに充足す ることが ます ます困難 となってい る

ので非結核胸部疾患 の専 門委員を加え,診 査 会を集 中 し,

この情報をサ ーベイ ランスに活用 する とともに結核医学

の進 歩に副つた最近 の医療 を実地 に導入す るため,症 例

検 討会的な性格を も合わせ持 ち開かれた診査会 とす る こ

とが結核根絶へ の近道 であ り,診 査協議会に課せ られた

新 しい使命 である と考え る。

4

東京都港区麻布保健所　 正 岡 和

1.　 果 た した役割 について

最近 の34条 の合格率は,99%を こえてい る。診査の建

前は,当 初医療の適否を決定 するのみ とされ ていたが,

東 京都では,医 療 の中断 を生 じないた め,以 前か ら医療

内容 の変 更な どを行 なつ てきている。 これは都以外 の県

で もかな り行なわれてお り,診 査会の果 た した役割 を評

価 す る場 合,単 に合格 率のみ でな くそれ らも含 めて行 な

うべ きである。全都 にわた る資料が得 られ ないのでS保

健所 の例 を表1で み る と,医 療 内容変更以外に も種 々の

助言がな され てい ることがわか る。 この よ うに条 件が付

け られ て合格 とされた もの,不 合格お よび保留 も併せ る

表1　 結核診査協議会において条 件付合格 となった ものの内訳(S保 健所)(中 川)

注:1.　 件数 はすべ て申請受理 の時点 で計上 した。

2.*　 重 複計上 のため100％ をこえる。

表2　 結核診査 協議会に おけ る診査状況(法 第34条 関係)(S保 健所)(中 川)

注:*　の189件 は再診査により合格か不合格が未だ決定しない時点で計上してある。
**　の186件 は再診査により合格か不合格が決定しそれぞれ合格不合格欄に計上してあるため再掲

の数である。
件数はすべて申請受理の時点で計上した。

表3　 結核診査協議会に おいて不合格 となった ものの理 由の推移(S保 健所)(中 川)

注:1　.件 数はすべて申請受理の時点で計上 した。

2.　昭和32年 は昭和31年12月 ～32年11月 分を計上 した。
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表4　 結核 診査協議 会において保 留 となっ た ものの理 由の推移(S保 健所)(中 川)

注:1.　 件数はすべて申請受理の時点で計上 した。

2.　昭和32年 は昭和31年12月 ～32年11月 分を計上 した。

表5　 結核診査協議会 の果た した役割(森,梅 村,正 岡)

注:%は 各回 答数を100と した。

表6　 結核診査協議会の今後のあり方(同前)

注:%は 各回答数を100と した。

と表2の よ うに,約17%に 何 らか のチ ェ ックが行なわれ

てい ることにな る。

不合格 の理由 の推移を表3で み ると,診 断 の質の向上

が伺われ る反面,最 近 では鑑別診断を必要 とす るものが

増加 してきてい る。 また 保留 の理由 の推移を表4で み る

と,X線 写真 の質 の向上がみ られ る反 面,精 度の高い診

断 の必要性が高 まつてい る。 また,表1の 医療内容変更

220件 の内訳 では,治 療薬剤を削減 した もの72%,他 の

組合せに した もの13%,強 化 した ものが15%で あった。

2.　 問題点 について

(1)　全都 の昭和47～50年 度 の34条 の合格率は99%を こえ

ているが,そ の間,不 合格 の全 くない保健所がみ られ,

また,医 療 内容 の変更 の指導,助 言 のない保健所 もあ る。

しか も年 をおつ てみ ると,そ れ らの保健所が比較的固定

している傾 向が ある。(2)年少患者 の診査については,15

歳未満 の患者は,年 々減少 してい るが,昭 和50年 全都69

保健所 の うち,新 登録患 者中に10%以 上 も占める保健所

が認め られ る。 また,昭 和48年,49年 に登録 された東京

都 の乳幼児 の調査 で,登 録時 ツ反(-)が5.4%,不 明

・未検査が4 .1%も あ る。 なお,武 田氏 の研究(結 核

Vol.50,No.6,7)に よる と,申 請総数179名 の初期結核

患 者の最終 判断では,非 結核が20.1%,結 核が疑 問視 さ

れ るもの26.8%で あ り,年 少患 者の診査 には,ツ 反応 の

成績を慎重にチ ェックすべ きことが伺 え る。

3.　 アンケー ト調査について

東京,愛 知(除 名古屋市),茨 城の1都2県 の保健所長,

診査委員(除 保健 所長)の 全員お よび指定 医療機 関は,

保健所型別に申請数の多い順 に5～2施 設 にわた り,本

課題について アンケー ト調査を実施 した。有 効回収率は,

保健所長100%,診 査委員93%,指 定 医療機関87%で あ

る。調査結果:(1)適 正医療の普及に役立つた とす る意 見

を表5で み ると,い ずれ も高 く評価 してい る。 役立 つた
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と思わない とした指定 医療機 関83機 関につ いて,理 由の

内訳 をみ ると,重 複 回答で63%は 公 費負担 の手続 きにす

ぎない,24%が 統 制医療 である,18%が 指導性が なさす

ぎるとしてお り,こ れ は全指定 医療機 関に対 し て は14

%,5%,4%に 当た る。(2)現状 お よび今後 のあ り方に

つ いての意見では,表6の とお り,現 状 のままで よい と

い う回答は,保 健所長 が最 も低 く29%で ある。 また廃止

す べきであ るは,指 定 医療機 関が11%で,他 はいずれ も

ご く低率である。

一 方残 りの現状 に もあきた らず より強化 あるいは改善

すべ きである とい う意 見が,そ れぞれ半数以上あ るいは

近 くを占めている。

この強 化あるいは改善すべ きであるとした ものについ

て,理 由の内訳 をみ る と,重 複回答 で,医 療上 の指導,

助 言を強化すべ きである とい う意見が保健所長52%,診

査 委員62%,指 定医療機関53%,次 い で,結 核対策全般

に対す る指導的役割 をもつべ きであ るとす る意見が45%,

38%,42%と 高率 であった。 アンケー トの回答を要約す

ると,立 場 の違いはあれ,診 査協議会の果た した役割を

高 く評価 しつつ も,現 状改正 の考え方が強 く,半 数以上

が改善 を望ん でい るとして よい と思 う。

4.　 今後の課題

診査協議会 の果たすべ き役割は,既 述の ごと く,不 合

格 の理由 の推移で,鑑 別の必要な ものが増加 している こ

と,保 留で精度の高い診断の必要 性が高 まつ てきている

こと,医 療内容に対 す る指導,助 言の必要 な こと,特 に

年少児の診査に慎重を期 す ること,ま た保健所 ごとの診

査に アンバ ランスがあ ることな どを考 える と,診 査協議

会の指導 性の発 揮が強 く望 まれ てお り,ア ンケー トの回

答 もそれを裏 づけてい ると思 う。


